
 

令和４年度 第２回深谷市営住宅 

入居者募集案内 
 

広報ふかや令和４年８月号掲載分 

入居資格の変更点 

 令和元年度までは、入居資格の１つに「連帯保証人１名」が必要でしたが、 

令和２年度から「身元引受人１名」に変更となりました。詳細Ｐ３（５）、Ｐ１２ 

 

■定期募集（抽選） 

 受付期間：令和４年８月１０日（水）から令和４年８月３１日（水）消印有効 

番号 住宅名 
募集 

戸数 
間取 

家賃の目安 

（月額） 
EV 階数 対象 

１ 新井 １ ２ＤＫ 20,400～40,000 無 １階 

１人世帯以上 
２ 上柴 １ ２ＵＤＫ 13,100～25,700 無 ３階 

３ 上柴 ２ ２ＵＤＫ 12,100～25,700 無 ４階 

４ 宿根 １ ２ＤＫ 18,400～36,100 無 ２階 

５ 宿根 １ ３ＤＫ 22,100～43,300 無 ２階 

２人世帯以上 ６ 宿根 １ ３ＤＫ 24,200～47,500 無 ３階 

７ 新井 １ ３ＤＫ 24,800～48,600 無 ２階 

 ※Ｕ…２畳半程の納戸です。 

 

■随時募集（先着順） 

受付期間：通年 

番号 住宅名 
募集 

戸数 
間取 

家賃の目安 

（月額） 
EV 階数 対象 

８ 宿根 ３ ３ＤＫ 23,900～47,500 無 ２～３階 ２人世帯以上 

 

    

次回は令和４年１２月に募集予定です。 

問い合わせ・申込み受付窓口 

埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 

〒３６０－０８２６ 

熊谷市赤城町１－１４７－２ 

電話 ０４８－５７７－６０４３ 
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以下の事項を必ず確認した上、お申込みください。 

① 入居資格のない方は申込みできません。 

申込みの前に、入居資格（Ｐ３～４）をご確認ください。 

② 申込書提出後は、入居希望住宅番号等の内容変更はできません。 

③ お預かりした書類等は返却いたしません。 

④ 入居辞退者は、原則として次回の申込みはできません。 

⑤ 補欠者等の入居は、当選者より遅れての鍵受渡しになります。 

⑥ 記入内容に、不備がある場合は申込みの受付はできません。 

 

 以下の場合は失格となります。 

⑦ 申込み内容が虚偽であることが明らかになったとき。 

⑧ 入居資格を有していない方。 

⑨ 申込者と同居予定親族の世帯から２通以上の申込みをしたとき。 

⑩ 申込書の記載内容に不備があったとき。 

⑪ 入居資格審査・身元引受人資格審査において、指示された書類を指定期日 

までに提出しなかったとき。 

⑫ 敷金を指定された期日までに納付しなかったとき。 

⑬ 申込書に記載した家族が入居できなくなったとき。 

⑭ 申込みをした後に住所を変更し、埼玉県住宅供給公社に連絡しなかったため、 

通知が到達しないとき。 

⑮ 申込みをした後に世帯人数の変更があったとき。 
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Ｑ１ 市営住宅の設置目的は何ですか？ 

Ａ１ 住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃の賃貸住宅を供給することによっ

て、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。 

 

Ｑ２ 埼玉県営住宅との違いは何ですか？ 

Ａ２ 同じ公営住宅ですが、入居者の募集と管理運営している事業主体が、市であるか、

県であるかの違いです。深谷市内には、市営住宅、県営住宅の両方があります。 

 

Ｑ３ 市営住宅と県営住宅の家賃は、どちらが安いですか？ 

Ａ３ 家賃は、住宅の建設年度、住宅の構造（広さ・間取り等）、設備、入居者と同居親

族の所得、家庭状況等によって毎年度変わりますので、一概に比較できません。 

 

Ｑ４ 市営住宅と一般的な賃貸アパートとの違いは何ですか？ 

項目 市営住宅 一般的な賃貸アパート 

家賃 民間住宅より割安 市場相場による 

収入に応じた家賃区分 有 無 

敷金、共益費 有 有 

礼金・更新料 無 有又は無 

即時入居 
 

 
可能な物件もある 

 

Ｑ５ 市外又は県外に住んでいますが、市営住宅に申込みはできますか？ 

Ａ５ 入居資格として、市内に住所のある方又は勤務地が深谷市内にある方を条件の１つ

としています。入居資格はＰ３～４をご確認ください。 

 

Ｑ６ 単身でも入居できる住宅はありますか？ 

Ａ６ 上柴住宅(2UDK)、緑ケ丘住宅(2DK)、宿根住宅(2DK)、戸森住宅(2DK)、新井住宅(2K､

2DK)が単身でも入居できる住宅となっており、修繕状況により募集していきます。 

入居資格はＰ３～４、募集住宅一覧はＰ５～６をご確認ください。 

 

Ｑ７ 家賃以外に、敷金・礼金・更新料・駐車場代等はかかりますか？ 

Ａ７ 敷金は決定家賃の３ヶ月分で、入居時に納入していただきます。礼金・更新料はあ

りません。駐車場代は１区画３，０００円／月です。その他に共益費が発生します。 

 

Ｑ８ 連帯保証人は必要ですか？ 

Ａ８ 連帯保証人から「身元引受人」に変更しました。身元引受人は、緊急時等に連絡を 

とることができる方で、1名必要になります。詳細Ｐ３（５）、Ｐ１２ 

 

Ｑ９ ペットを飼うことができますか？ 

Ａ９ 深谷市営住宅では、身体障がい者補助犬以外の犬や、猫・鳥等の動物の飼育は厳禁

です。また、ペットを預かる行為や、野良犬や野良猫、鳩やカラス等に餌を与える行

為も厳禁です。近隣入居者へのご迷惑となりますので、ご理解ください。 

 

Ｑ10 パートナーシップ宣誓者の申込みは可能ですか？ 

Ａ10 パートナーシップ宣誓者は同居親族と同様の取扱いとなりますので、その他入居資

格を満たせば申込みが可能です。詳細Ｐ３～４ 

・定期募集（概ね３ヶ月後） 

・随時募集（概ね１ヶ月半後） 
不可 

Ａ４ 

Ｑ＆Ａ 
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１．入居資格 次の（１）～（７）のすべての要件を満たしていることが必要です。 

 

（１）深谷市内に住所又は勤務場所があること。 

 

（２）現に住宅に困窮していることが明らかなこと。 特記事項Ｐ１４ 

※持ち家のある方や、県営・市町村営住宅、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅、

特定優良賃貸住宅、住宅供給公社住宅等に住んでいる方は、申込みできません。 

 

（３）現に同居し又は同居しようとする親族がいること。 詳細Ｐ４ 

※同居親族には、内縁関係、婚姻予定者及びパートナーシップ宣誓者を含みます。 

 詳細はＰ４の「同居親族の要件」をご確認ください。 

※単身世帯で申込みの方は、Ｐ４の「単身世帯の要件」をご確認ください。 

 

（４）前年における入居世帯の収入月額が、以下の範囲内であること。 詳細Ｐ15～18 

世帯区分 収入月額 

一般世帯 １５８，０００円以下 

※裁量世帯（60 歳以上の高齢者世帯・障がい者・子育て（未就学児）世帯等） ２１４，０００円以下 

 

※裁量世帯とは、次の①～⑨のいずれかに該当する場合です。 

①申込者が６０歳以上の方であり、かつ同居者全員が６０歳以上又は１８歳未満の方。  

②１～４級に該当する身体障がい者の方。 

③１、２級に該当する精神障がい者の方。 

④○Ａ、Ａ、Ｂに該当する知的障がい者の方。 

⑤戦傷病者手帳(障がいの程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症 

まで、又は同法別表第１号表ノ３の第１款症であるもの)の交付を受けている方 

⑥原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定により、厚生 

労働大臣の認定を受けている方。 

⑦海外からの引揚者で、本邦引揚後５年以内の方。 

⑧ハンセン療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成１３年法 

律第６３号)第２条に規定するハンセン病療養所入居者等。 

⑨同居者に小学校就学前の方がいる世帯。 

 

（５）身元引受人を付けることができる方。 

身元引受人の要件は、次のすべてを満たす方になります。 

①同居者以外の方で、緊急時等に連絡をとることができる方が１名必要。 

②深谷市内もしくは深谷市に隣接する市町(熊谷市、本庄市、美里町、寄居町、 

嵐山町、伊勢崎市、太田市)に居住していること又は３親等内の親族で日本国内 

に居住していること。 

 

（６）市税に滞納のない方。 

※入居資格審査時点で、納期到来分を完納していること。 

※分割納付の約束があっても税金の未納がある方は認められません。 

 

（７）本人及び同居世帯の全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

第２条第６号に規定する暴力団員ではないこと。※警察本部へ確認します。 
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単身世帯の要件 

単身世帯とは、申込者本人に現に戸籍上の配偶者がいない方及び同居できる親族がい

ない方で、次の①～⑧のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、身体上又は

精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受け

ることができず、又は受けることが困難であると認められる方は申込みできません。 

 

①６０歳以上の方 

②障がい者基本法第２条第１号に規定する障がい者でその障がいの程度が次の(ア)から

(ウ)までに掲げる障がいのある方 

(ア)身体障がい 身体障がい者福祉法施行規則別表第５号の１級から４級まで 

 (イ)精神障がい（知的障がいを除く。）精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施

行令第６条第３項に規定する１級から３級まで 

 (ウ)知的障がい (イ)に定める精神障がいの程度に相当する程度 

③戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方で当該手帳

に記載されている身体上の障がいの程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６

項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症である方 

④原子爆弾被爆者の認定を受けている方 

⑤生活保護受給者である方 

⑥海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの 

⑦ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規定するハン

セン病療養所入所者等 

⑧配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下この⑧において「配偶者

暴力防止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次の(ア)又は(イ)に該当す

る方 

 (ア)配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止

等法第５条の規定による保護終了日から起算して５年を経過していない方 

 (イ)配偶者暴力防止等法第 10 条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行っ

た者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していない方 

 

同居親族の要件 

現に親がありながら兄弟姉妹・祖父母や孫だけと入居する等、社会通念上不自然な世

帯構成での申込みはできません。具体的な要件は以下のとおりです。 

 

■婚姻予定で申込みの場合、入居可能日の前日までに、婚姻日のわかる戸籍謄本又は婚

姻届の受理証明書が提出できること。 

■内縁関係で申込みの場合、申込日時点で、住民票上で継続して１年以上の同居が確認

でき、かつ、戸籍上で双方に配偶者がないことが確認できること。 

■離婚予定で申込みの場合、申込日時点で、住民票上で配偶者と１年以上の別居が確認

できるか、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てていることが確認できること。 

※戸籍上離婚しておらず、申込日時点で同居している夫婦の一方が、別居のための住宅 

 確保を目的に申込みをすることは認められません。 

■パートナーシップ宣誓者の場合、深谷市発行のパートナーシップ宣誓証明書の写し又

はパートナーシップ宣誓証明カード両面の写しの提出が必要です。 
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２．募集住宅一覧 

◎定期募集（抽選）のご案内 

定期募集は抽選になりますので、申込時点で部屋の指定はできません。 

入居までの流れはＰ７～８をご確認ください。 

 

■受付期間  令和４年８月１０日（水）から令和４年８月３１日（水）消印有効 

■提出書類  ①深谷市営住宅入居申込書 

②同意書 ※申込時は①と②のみです。 

■申込方法  「申込用封筒」に８４円切手を貼り郵送してください。 

■申 込 先  〒３６０－０８２６ 熊谷市赤城町１丁目１４７番２号 

埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 あて 

 

１人世帯以上 

１階の部屋 

番号 住宅名 
募集 

戸数 

建設 

年度 
間取 

家賃の目安

（円） 
浴槽 EV 階数 

前年 

倍率 

１ 新井 １ H16 ２ＤＫ 20,400～40,000 有 無 １階 2.0 

※家賃の額は表中の「家賃の目安」の範囲内で、入居する方の収入等に応じて決定され 

ます。 

 

２階以上の部屋 

番号 住宅名 
募集 

戸数 

建設 

年度 
間取 

家賃の目安

（円） 
浴槽 EV 階数 

前年 

倍率 

２ 上柴 １ S47 ２ＵＤＫ 13,100～25,700 有 無 ３階 0.6 

３ 上柴 ２ S46‣47 ２ＵＤＫ 12,100～25,700 有 無 ４階 0.6 

４ 宿根 １ S63 ２ＤＫ 18,400～36,100 有 無 ２階 3.0 

※Ｕ…２畳半程の納戸です。 

※家賃の額は表中の「家賃の目安」の範囲内で、入居する方の収入等に応じて決定され 

ます。 
 

２人世帯以上・・・単身世帯の方は申込みできません。 

２階以上の部屋 

番号 住宅名 
募集 

戸数 

建設 

年度 
間取 

家賃の目安

（円） 
浴槽 EV 階数 

前年 

倍率 

５ 宿根 １ S63 ３ＤＫ 22,100～43,300 有 無 ２階 － 

６ 宿根 １ H5 ３ＤＫ 24,200～47,500 有 無 ３階 － 

７ 新井 １ H18 ３ＤＫ 24,800～48,600 有 無 ２階 0.5 

※家賃の額は表中の「家賃の目安」の範囲内で、入居する世帯の構成・収入等に応じて 

決定されます。 
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◎随時募集（先着順）のご案内 ※８月１日時点 

随時募集は先着順の受付となり、定期募集とは異なります。詳細は以下の通りです。 

 

■受付期間 

先着順にて、通年で受付を行っています。 

 

■申込方法 

①空き住戸の有無を、お電話にてご確認ください。 

②埼玉県住宅供給公社熊谷支所へ必要な書類を直接ご持参ください。 

※郵送での受付は行っておりません。 

※お電話時点で空きがない場合もありますが、先着順ですのでご了承ください。 

 

■提出書類 

①深谷市営住宅入居申込書（様式第１号） ※Ｐ２１～２２記入例あり 

②同意書 

③Ｐ９～１１の該当する書類 

※提出書類が不備なく揃った時点での受付順となりますので、ご了承ください。 

 

■問い合わせ・申込先 

埼玉県住宅供給公社 熊谷支所（熊谷市赤城町１－１４７－２） 

電話 ０４８－５７７－６０４３ 

 

■下見会 

住宅の下見は、定期募集と同時に実施しますので、それ以外の時期は受付できません。 

下見会の日程はＰ７を確認してください。 

 

２人世帯以上・・・単身世帯の方は申込みできません。 

２階以上の部屋 

番号 住宅名 
募集 

戸数 
建設年度 間取 

家賃の目安 

（月額） 
浴槽 EV 階数 

８ 宿根 ３ H5 ３ＤＫ 23,900～47,500 有 無 ２～３階 

 ※家賃の額は表中の「家賃の目安」の範囲内で、入居する世帯の構成・収入等に応じて 

決定されます。 

 

定期・随時募集 共通の注意点 

○照明器具、ガスコンロ、エアコン、網戸、キッチンの瞬間湯沸し器等は入居者の方に

ご用意いただきます。部屋によっては、エアコンの室外機が設置できない場合があり

ますので、窓用エアコンを設置してください。 

○募集開始後、空き住戸が発生した場合、募集戸数が変更となる場合があります。 

○入居資格審査や部屋の修繕等に期間が必要な為、即日入居はできません。 
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３．入居までの流れ（定期募集） 

（１）入居資格の確認 ※詳細Ｐ３～４ 

 

 

（２）住宅の下見会 ※希望される方のみ 

■令和４年８月１０日（水） 

・上柴住宅   午前１０時 

・宿根住宅   午前１１時 

・新井住宅   午後１時３０分 

 

※下見は修繕が完了した住宅に限ります。 

 ※事前申込みが必要ですので、８月９日（火）までにご連絡下さい。 

埼玉県住宅供給公社熊谷支所 電話：０４８－５７７－６０４３ 

 

 

（３）申込書の作成、郵送 

■申込時に必要な書類 

①深谷市営住宅入居申込書（様式第１号） 

②同意書 

※申込書はＰ２１の記入例を参照し、記入漏れ等ないよう注意してください。 

■申込方法（申込先はＰ５参照） 

 申込用封筒に８４円切手を貼り郵送。令和４年８月３１日（水）消印有効 

 

 

（４）公開抽選会 ※希望される方のみ 

入居予定者を決めるために公開抽選会を行います。 

■日 時：令和４年９月９日（金）午前１０時 

■会 場：埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 ２階会議室 

   熊谷市赤城町１-１４７-２ 

 ※抽選会を欠席しても、抽選結果に影響はありません。 

 

（５）抽選結果のお知らせ 

申込者に当選・落選をお知らせする「抽選結果通知書」を送付します。 

■発送予定日：令和４年９月１２日（月） 

※発送予定日から１週間以上経過しても通知書が届かない場合は、必ずご連

絡ください。埼玉県住宅供給公社熊谷支所 電話：０４８－５７７－６０４３ 

※補欠者の方にも通知します。 
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（６）入居資格審査 

当選者の方は、Ｐ９～１１の提出書類を揃えて、会場へご持参ください。 

 

■日 程：令和４年９月２９日（木） 

 

■時 間：午前９時～午後３時 ※時間厳守 

 

■会 場：埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 ２階会議室 

（熊谷市赤城町１-１４７-２） 

※当日、ご都合の悪い方は、熊谷支所までご連絡ください。 

※応募人数により、審査日が変更となる場合があります。 

 

 

（７）身元引受人資格審査 ※提出書類Ｐ１２ 

入居するためには、身元引受人が１名必要となります。 

 

 

（８）「請書」の提出及び「敷金」の納入 

■提出・納入期限 

身元引受人資格審査で承認後かつ入居決定日から１４日以内に「請書」を 

提出し、「決定家賃３ヶ月分の敷金」を納入してください。 

納入確認後、入居可能日を通知します。 

 

 

（９）鍵の受渡し 

■予定日：令和４年１１月１日（火） 

鍵渡し後、１５日以内に入居を完了してください。 

 

 

（１０）入居完了の届け出 ※詳細Ｐ１３「１０．入居後について」 

■提出期限：入居後１４日以内 
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４．入居資格審査に必要な書類  

 

【定期募集に応募された方】 

当選者決定後に以下の書類が必要になります。申込時点では不要です。 

 

【随時募集に応募された方】※詳細Ｐ６ 

申込時に、以下の書類をご用意していただき、深谷市営住宅入居申込書（様式第１号）

及び同意書と合わせて、埼玉県住宅供給公社熊谷支所へご持参ください。 

 

■全ての方が必要な書類 (市町村長が発行する各種証明書は、３ヶ月以内のもの) 

№ 提出書類 発行元等 

１ 住民票 

※入居する方全員分で、続柄の記載のあるもの 

・婚約中の方は、それぞれの世帯全員分 

・離婚調停中の方は、配偶者と１年以上の別居が確認できるもの  

・別居扶養者がいる場合、被扶養者分も必要 

・内縁関係の方は、１年以上の同居が確認できるもの  

市・区役所 

町・村役場 

２ 

令和４年度 

(令和３年分) 

課税(所得)証明書 

※入居する方全員分 

※中学生以下で入居予定の家族の扶養になってい

ることがわかる方は不要。 

・住民税非課税の方は非課税証明書 

・令和３年１月１日に住民登録のあった市区町村

で取得してください。 

３ 

市税に滞納がない

ことの証明書又は 

完納証明書等 

※入居する方全員分 

※中学生以下で入居予定の家族の扶養になってい

ることがわかる方は不要。 

・市区町村に納付する全ての税目で滞納がないこ

とを確認します。 

・深谷市外在住の方は、お住まいの市区町村長発

行の証明書を提出してください。 

４ 無資産証明書 

※入居する方全員分（中学生以下を除く） 

・資産有の場合、土地・家屋名寄帳の写しでも可 

・令和３年１月１日に住民登録のあった市区町村

で取得してください。 

５ 
現在住んでいる 

住宅の証明書 

アパート等（民間借家）に住んでいる方は、賃貸契約書の写し  本人 

社宅等で賃貸契約書がない場合は、貸主との賃貸

証明を提出してください。 
貸主等 

・親族等の家に住んでいる方は、家屋の評価証明

書（所有権記載のあるもの） 

・共有名義の場合は、共有者すべてが分かるもの 

市・区役所 

町・村役場 

※その他にこちらで指定した書類等がありましたら、提出してください。 
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■該当する方のみ必要な書類（1/2） 

 

世帯関係 (市町村長が発行する各種証明書は、３ヶ月以内のもの) 

№ ✔ 区分 提出書類 発行元等 

１  単身で申込む方 戸籍謄本（独身であることの確認ができるもの） 

市・区役所 

町・村役場 

２  母子（父子）世帯の方 

戸籍謄本（配偶者がいないこと及び親子関

係が確認できるもの） 

※親子別戸籍の場合は、双方の戸籍謄本 

３  
寡婦（寡夫）控除に 

該当する方 

戸籍謄本 

（配偶者の死亡等が確認できるもの） 

４  日本国籍のない方 
在留カード両面の写し又は 

特別永住者証明書（カード）両面の写し 
本人 

５  

日本国籍のない方で上記１

又は２に該当し、戸籍謄本

等が取得できない方 

日本語訳付の公的証明書 

（配偶者の死亡・離婚・未婚が確認できるもの） 
大使館等 

６  
障がい者の認定を 

受けている方 

身体障がい者手帳の写し、精神障がい者保

険福祉手帳の写し又は精神障がいの障がい

年金給付の証明書、療育手帳の写し、戦傷

病者手帳の写し等 

本人 

７  生活保護受給者の方 
生活保護受給証明書の写し（受給開始年月

日の記載があるもの） 
本人 

８  内縁関係に該当する方 
戸籍謄本 

（双方独身であることが確認できるもの） 

市・区役所 

町・村役場 

９  婚姻予定の方 

婚約申立書 Ｐ２７様式 

婚姻日のわかる書類 

（戸籍謄本又は婚姻届の受理証明書） 

※入居可能日の前日までに提出してください。 

市・区役所 

町・村役場 

10  離婚予定の方 住民票（１年以上の別居が確認できるもの）  市・区役所 

町・村役場 
11  離婚調停中の方 

戸籍謄本 

事件係属関係証明書（事由：離婚） 家庭裁判所 

12  別居扶養者のいる方 源泉徴収票又は最新の確定申告書の写し 勤務先・本人 

13  原子爆弾被爆者の方 被爆者健康手帳の写し 

14  ＤＶ被害者の方 

次のいずれかの書類 

①配偶者暴力相談支援センターの長の証明（入所証明） 

②母子生活支援施設の長の証明（入所証明） 

③裁判所が決定した保護決定書の写し 

15  
ハンセン病療養所等に

入所していた方 

ハンセン病療養所等の長又は厚生労働省健康局疾病対策

課長が証明した入所証明書 

16  パートナーシップ宣誓者 
パートナーシップ宣誓証明書の写し又は 

パートナーシップ宣誓証明カード両面の写し  
深谷市 

※その他にこちらで指定した書類等がありましたら、提出してください。 
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■該当する方のみ必要な書類（2/2） 

 

仕事関係 (市町村長が発行する各種証明書は、３ヶ月以内のもの) 

№ ✔ 区分 提出書類 発行元等 

１  
令和３年１月２日以降に 

現在の職場に就職された方 

給与支払証明書 

（勤務先代表者印があるもの） 

※複数の職場に継続して就職し

ている場合は、全ての職場分 

勤務先 

Ｐ２３様式 

２  
令和３年１月２日以降に 

事業を開始された方 

事業所得等収支明細書 

※現金出納帳など収支明細を証

明する帳簿を持参してくださ

い。 

本人 

Ｐ２４様式 

３  
令和３年１月２日以降に 

退職された方 

退職証明書（当時の勤務先の代

表者等が証明したもの）又は 

雇用保険受給資格者証の写し 

勤務先 

 

Ｐ２５様式 

(退職証明) 

４  
深谷市外の居住者で、深谷

市内に勤務先がある方 

在職証明書（勤務先の代表者等

が証明したもので、深谷市在勤

であることがわかるもの） 

勤務先 

Ｐ２６様式 

※その他にこちらで指定した書類等がありましたら、提出してください。 

 

■深谷市で発行する書類 

Ｐ９～１２の提出書類のうち、深谷市役所で発行する書類に関するお問い合わせは、 

市のホームページをご覧いただくか、以下までお問い合わせください。 

 

深谷市役所 ０４８－５７１－１２１１（代表） 

※平日８時３０分～１７時１５分まで 
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５．身元引受人の要件について 

  

■要件 ※①～②のすべてを満たす方 

①同居者以外の方で、緊急時等に連絡をとることができる方が１名必要。 

②深谷市内もしくは深谷市に隣接する市町(熊谷市、本庄市、美里町、寄居町、 

嵐山町、伊勢崎市、太田市)に居住していること又は３親等内の親族で日本国内 

に居住していること。 

 

■連帯保証人から「身元引受人」に変更 

令和２年４月１日以降に新たに入居される場合、連帯保証人ではなく「身元引受人」

が１名必要となります。連帯保証人との違いは、連帯保証人はすべての債務を保証す

るものでしたが、身元引受人は債務の保証がありませんので、滞納家賃や退去時の修

繕費用等を請求されることはありません。 

 

６．身元引受人資格審査に必要な書類 

 

１．深谷市営住宅入居請書 

※入居資格審査の際にお渡しします。 

 

２.身元引受人の書類 

✔ 身元引受人 提出書類 発行元等 

 

深谷市内もしくは深谷市に隣接する

市町(熊谷市、本庄市、美里町、寄

居町、嵐山町、伊勢崎市、太田市)

に居住している場合 

印鑑登録証明書 

市・区役所 

町・村役場 

 
上記１以外の３親等内の親族で、 

日本国内に居住している場合 

①印鑑登録証明書 

②戸籍謄本 

※３親等内の親族で

あることが確認で

きるもの 

※その他にこちらで指定した書類等がありましたら、提出してください。 

 

※市町村長が３ヶ月以内に発行したもの。 

※身元引受人資格審査は、入居資格審査が滞りなく終了した場合に行います。 
 

■提出先 

〒３６０－０８２６ 

埼玉県住宅供給公社 熊谷支所（熊谷市赤城町１－１４７－２） 

電話 ０４８－５７７－６０４３ 
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７．家賃について 

 家賃は入居する世帯の構成・収入に応じて決定されますので、入居資格審査の結果とと

もにお知らせします。 

家賃は毎月末日までに口座振替により納入していただきます。 

翌年度以降の家賃については、収入申告書を前年の７月～８月頃に提出していただき、

その結果に基づき決定します。収入基準を超えるときは、超過の割合に応じて加算された

家賃となります。また、入居してから５年以上経過し、収入調査で「高額所得者」に認定

された場合は住宅の明渡しが請求されます。 

 

８．敷金について 

 敷金は決定家賃の３ヶ月分となります。身元引受人資格審査で承認後、入居決定日から

１４日以内に請書の提出及び敷金を納入してください。納入確認後に入居可能日を通知し

ます。 

 

９．共益費・駐車場について 

入居者の方は、住宅内で組織する「管理委員会」へ必ず加入し、共同で利用する施設の

費用（共益費）の集金・支払いや、駐車場の管理、敷地内の清掃・除草作業等を行ってい

ただきます。 

駐車場は１戸につき１区画で、使用料は３，０００円／月です。毎月月末までに納入し

ていただきます。住宅によっては空き待ちとなる場合があります。 

駐車場の管理は、各住宅の入居者で組織した「駐車場管理運営委員会」に委託していま

す。駐車場を利用される方は、「駐車場使用許可申請書」を駐車場管理運営委員会へ提出

し、駐車場の利用方法の説明を受けてください。入居者及び同居者以外が使用する車両は

駐車できません。 

自動車を２台以上お持ちの場合、２台目分以降は民営の駐車場を借りてください。 

 

１０．入居後について 

入居後１４日以内に、深谷市役所市民課総合窓口にて住民登録の手続き（転入・転居）

を行ってください。※総合支所では受付できません。 

住民登録手続き完了後、「市営住宅入居完了届」を埼玉県住宅供給公社熊谷支所へ提出

してください。 

仕事や旅行等で１５日以上住宅を空ける場合や、同居家族の変更、模様替えの工事

（例：手すり・スロープの設置、床・クロスの張替、キッチン・バス・トイレの既存設備

の交換・撤去、コンセントの増設等）は必ず市の承認を得てから行ってください。守られ

ない場合は明渡しを請求することがあります。 

 

１１.退去について 

退去される１４日前までに埼玉県住宅供給公社熊谷支所まで連絡のうえ、退去検査を受

けてください。退去検査は入居者立ち合いの元に行います。 

入居者が持ち込んだ家具等は全て撤去し、畳の表替え、襖の張替、故意・過失により破

損・損傷した部分の修繕を、入居者の費用負担により行っていただきます。 
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１２．入居資格の特記事項 

Ｐ３「１．入居資格」「（２）現に住宅に困窮していることが明らかなことについて」 

 

■持ち家のある方や、県営・市町村営住宅、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅、特定

優良賃貸住宅、住宅供給公社住宅等に住んでいる方で、次のいずれかに該当する場合、

申込みできることがあります。 

 

（１）公営住宅に居住している方 
①現に居住している住宅の除却が決定されている方 

②主たる収入を有する居住者の通勤時間が片道９０分を超え、勤務先からその旨 

の証明書を提出できる方 

③加齢、病気等による慢性的な機能障がい等により、階段の昇降等で日常生活に 

支障をきたしたことから、下層階等の住宅に申込む方 

④入居後、世帯人数に変更があり、世帯人数に相応の住宅に申込む方 

（世帯員が世帯分離で、入居資格を満たしていれば、申込みが可能な場合があ 

ります。） 

⑤埼玉県営住宅の期限付き住宅に入居中の方で、入居期限まで１年以内の方かつ 

収入超過者でない方及び家賃等滞納のない方。 

 

（２）独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅に 

居住している方 

①市営住宅申込みの収入基準に該当し、家賃の負担率が、その年間収入金額を１２で

除した額の２５％以上である方 

②建替事業による家賃の負担率が、その税外収入の２０％以上である方 

③上記「公営住宅に居住している方」の（１）①～④のいずれかに該当する方 

 

 

■以下に該当する場合は、住宅に困窮していると認められます。 

 

（１）住宅以外の建物や場所又は保安上危険な住宅や、衛生上有害な状態にある住宅に 

居住している方。 

 

（２）親族等の家に同居しているが、著しく生活上の不便を受けている方や、現住宅の 

規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態に

ある方。 

 

 

■以下に該当する場合は、住宅に困窮しているとは認められないため、 

申込みできません。 

 

（１）自己の責めに帰すべき事由（家賃滞納、破損等）により家主、貸し主等から立ち 

退きを要求されている方。 

 

（２）親族等の家に同居している方で、過密な住宅環境でない方。 
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１３．収入月額計算方法 

（１）年間所得金額 

最初に家族全員の年間所得金額を計算します。この年間所得金額とは年間収入額 

から所得控除を差し引いた金額のことです。 

   

  ア 給与、事業所得 

 （①～③の方は次ページの計算をする必要はありません。） 

 

 

 

 （④～⑤の方は下記のとおり推定年間収入を算出し、Ｐ１６を参考に年間所得金額を計

算してください。） 

 

 

  イ 年金所得 

 （⑥の方は非課税年金ですので、年間所得金額はありません。） 

（⑦の方はＰ１６（３）を参考に年間所得金額を計算してください。） 

① 

給与所得 

（パート、

アルバイト

を含む） 

源泉徴収票では「支払金額」ではなく「給与所得控除後の金額」

が年間所得金額です。市町村発行の所得証明書では「給与収入」

ではなく「所得金額」が年間所得金額になります。 

② 事業所得 確定申告書の所得金額がそのまま年間所得金額に当たります。 

③ 

令和３年１

月２日以降

に事業又は

営業を開始

した場合 

事業を営んだ

月数の年間収

入金額から推

定年間所得金

額を算出 

 

年間収入金額－必要経費 
×１２＝推定年間所得金額 

 事業を営んだ月数 

④ 

令和３年１

月２日以降

に就職又は

転職した場

合 

勤続月数から

推定年間収入

金額を算出し

ます。 

 

年間収入金額－賞与 
×１２＋賞与＝推定年間収入金額 

 勤続月数 

⑤ 

就職後１ケ

月 に 満 た

ず、まだ１

ケ月分の給

料が支給さ

れない場合 

基本給、家族

手当、住宅手

当等固定的給

与を１２倍す

る。 

固定的給与×１２＝推定年間収入金額 

時給×時間×日数×１２＝推定年間収入金額 

⑥ 遺族年金、障がい者年金、恩給扶助料、老齢福祉年金等の非課税年金受給者 

⑦ 国民年金、厚生年金、公務員共済年金等の課税年金受給者 
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（２）推定年間収入金額から年間所得金額を算出（④～⑤に該当する方） 

  ア 端数処理 

    推定年間収入金額を下の(表１)に従って端数を整理します。 

（表１） 

年間収入金額の範囲 端数整理の方法・結果 

１,６１８,９９９円以下 端数整理しない 

１,６１９,０００円以上 １,６１９,９９９円以下 １,６１９,０００円 

１,６２０,０００円以上 １,６２１,９９９円以下 １,６２０,０００円 

１,６２２,０００円以上 １,６２３,９９９円以下 １,６２２,０００円 

１,６２４,０００円以上６,５９９,９９９円以下は、次のように整理する。 

※推定年間収入を４,０００で除して小数点以下を切り捨て、これに４,０００を乗じる。  

(例)２,１３１,９８７円÷４,０００＝５３２.９９６７⇒５３２×４,０００＝２,１２８,０００円 

６,６００,０００円以上 端数整理しない 

 

  イ 年間所得金額計算 

    端数整理した金額を（表２）の右欄の計算式により年間所得金額を計算します。 

（表２） 

端数整理後の年間収入金額 年間所得金額 

５５０,９９９円以下 ０ 

５５１,０００円以上 １,６２７,９９９円以下  端数整理後の年間収入金額－５５０,０００円 

１,６２８,０００円以上 １,７９９,９９９円以下 端数整理後の年間収入金額×０.６＋１００，０００円  

１,８００,０００円以上 ３,５９９,９９９円以下 端数整理後の年間収入金額×０.７－８０,０００円 

３,６００,０００円以上 ６,５９９,９９９円以下 端数整理後の年間収入金額×０.８－４４０,０００円  

６,６００,０００円以上 ９,９９９,９９９円以下 端数整理後の年間収入金額×０.９－１,１００,００円  

 

（３）課税年金収入からの年間所得金額の計算（⑦に該当する方） 

公的年金の源泉徴収票の支払金額又は年金の支払通知書合計額を次の(表３)の計算

式に当てはめて年間所得金額を算出します。 

（表３） 

受給者 その年の年金額（円） 年間所得金額（円） 

６５歳以上 

１,１００,０００円以下 ０ 

１,１００,００１円以上 ３,２９９,９９９円以下  年金額－１,１００,０００円 

３,３００,０００円以上 ４,０９９,９９９円以下  年金額×０.７５－２７５,０００円 

４,１００,０００円以上 ７,６９９,９９９円以下  年金額×０.８５－６８５,０００円 

６５歳未満 

６００,０００円以下 ０ 

６００,００１円以上 １,２９９,９９９円以下 年金額－６００,０００円 

１,３００,０００円以上 ４,０９９,９９９円以下  年金額×０.７５－２７５,０００円 

４,１００,０００円以上 ７,６９９,９９９円以下  年金額×０.８５－６８５,０００円 

※受給者の年齢区分は、その年の１２月３１日の年齢によります。 

 

所得金額計算（所得金額調整控除） 

 給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年

金等の雑所得の金額の合計が１０万円を超える場合は、給与所得控除後の金額から最高で

１０万円を差引いた額が給与所得金額となります。給与所得控除後の金額が１０万円未満

の場合はその金額を差引きます。 



 - 17 - 

（４）収入月額の算定 

   世帯の年間所得金額（本人の年間所得金額と家族の年間所得金額の合計）から 

「親族による控除」と「特別控除」を差し引き、控除後の金額を１２で割った金額が

「収入月額」になります。 

 

  ア 親族による控除（一般控除） 

    すべての世帯にあてはまり、収入のある配偶者や親族も対象となります。 

     

入居 

世帯数 － 

申込 

本人 ＋ 

遠隔扶養 

親族 ×３８万円＝ 
親族控除額 

名  １名  名  円 

 

 

  イ 特別控除 

  家族の状況にあわせて別控除(次ページ参照)があります。 

  収入月額計算式 

 

世帯の年間 

所得金額 
－ 

控除額 

（ア＋イ） 
＝ 

控除後の 

世帯年間所

得額 ÷１２月＝ 

収入月額 

円 円 円 円 
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   特別控除の種類について 

種類 控除対象者 控除金額 

給与所得 

等控除 

申込者本人又は同居親族に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を 

有する方 

100,000円×  人 

＝      円 

 

(所得金額が 10万円

未満である場合に

は、当該所得金額) 

老人扶養 

親族 

扶養親族・同一生計配偶者のうち、入居可能日の前日時点で、 

年齢７０歳以上の方 

100,000円×  人 

＝      円 

特定扶養 

親族 

扶養親族のうち、入居可能日の前日時点で年齢１６歳以上２３歳 

未満の方 

250,000円×  人 

＝      円 

障がい者 

申込者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち 

㋐ 療育手帳における障がいの程度が、Ｂ(中度)Ｃ(軽度)の知的障が

い者と判定された方 

270,000円×  人 

＝      円 

 

※同一人物で障がい者

控除と特別障がい者控

除が重複する場合は、

控除額の大きいものが

対象 

㋑ ２級、３級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方 

㋒ ３級～６級の身体障がい者手帳の交付を受けている方 

㋓ 第四項症から第六項症まで又は第一款症までの戦傷病者手帳の交

付を受けている方 

㋔ 入居可能日の前日時点で、年齢６５歳以上で障がいの程度が㋐㋒と同

程度であることの認定書を福祉事務所長などから交付されている方 

特別 

障がい者 

申込者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち 

400,000円×  人 

＝      円 

 

※同一人物で障がい者

控除と特別障がい者控

除が重複する場合は、

控除額の大きいものが

対象 

㋐ 心神喪失の状況にある方 

㋑ １級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方 

㋒ 療育手帳における障がいの程度が、Ａ(重度)○Ａ (最重度)の知的障

がい者と判定された方 

㋓ １級、２級の身体障がい者手帳の交付を受けている方 

㋔ 特別項症から第三項症までの戦傷病者手帳の交付を受けている方 

㋕ 原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方 

㋖ 入居可能日の前日時点で、年齢６５歳以上で障がいの程度が㋐㋒㋓と

同程度であることの認定書を福祉事務所長などから交付されている方 

㋗ 常に就床を要し複雑な介護を要する方 

ひとり親 

所得者本人が現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでな

い者で、次の要件すべてに当てはまる方 

(１)生計を一にする子供がいること 

(２)合計所得金額が５００万円以下であること 

(３)所得者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者

がいないこと 

350,000円×  人 

＝      円 

 

※所得金額が３５

万円未満の場合は

当該所得金額 

寡婦 

所得者本人が、㋐～㋒のいずれかに該当し、かつ、(１)～(３)の要件

すべてに当てはまる方 

㋐ 夫と離婚してから婚姻していない方で扶養親族がいる方 

㋑ 夫と死別してから婚姻をしていない方 

㋒ 夫の生死が明らかでない方 

(１)ひとり親に該当しないこと 

(２)合計所得金額が５００万円以下であること 

(３)所得者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる 

者がいないこと 

270,000円×  人 

＝      円 

※所得金額が２７

万円未満の場合は

当該所得金額 
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１４．住宅情報 

 

 

 

 

 

 

上柴住宅 

所在地 深谷市上柴町西 1丁目 15番地 1  〒366-0052 

建設年度 昭和 46～48年度 

規模 中層住宅（4階建） 3棟 96戸 

棟別間取 

46年度棟 2ＵＤＫ 40.4㎡ 32戸 

47年度棟 2ＵＤＫ 43.1㎡ 32戸 

48年度棟 2ＵＤＫ 46.7㎡ 32戸 

ガス設備 プロパンガス（深谷液化ガス組合） 

その他施設 
駐車場（空き待ちとなる場合があります。）駐輪場 

浴槽・給湯器 トイレ（洋式・水洗） 

学校区 市立上柴西小学校 市立上柴中学校 

自治会 なし 

緑ケ丘住宅 

所在地 深谷市緑ケ丘 22番  〒366-0054 

建設年度 昭和 59・60年度 

規模 中層住宅（4階建） 7棟 96戸 

棟別間取 
59-1 59-2 60-1 60-2 60-3 60-4号棟 3ＤＫ 60.8㎡ 80戸 

59-3号棟              2ＤＫ 51.0㎡ 16戸 

ガス設備 都市ガス（埼玉ガス㈱） 

その他施設 
駐車場 駐輪場 児童遊園 

浴槽・風呂釜 トイレ（洋式・水洗） 

学校区 市立上柴西小学校 市立上柴中学校 

自治会 緑ケ丘自治会 
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戸森住宅 

所在地 深谷市戸森 56番地 1  〒366-0833 

建設年度 平成 10年度 

規模 中層住宅（4～5階建） 2棟 72戸 

棟別間取 
Ａ号棟 3ＤＫ 62.4㎡ 48戸 5階建 

Ｂ号棟 2ＤＫ 52.5㎡ 24戸 4階建 

ガス設備 都市ガス（埼玉ガス㈱） 

その他施設 
駐車場 駐輪場 児童遊園 集会室 エレベーター 

浴槽・給湯器 トイレ（洋式・水洗）  

学校区 市立大寄小学校 市立深谷中学校 

自治会 戸森自治会 

 

新井住宅 

所在地 深谷市新井 354番 1  〒366-0016 

建設年度 平成 16・18年度 

規模 木造住宅（2階建て） 

間取り 2ＤＫ 3ＤＫ 2Ｋ 

棟別間取 

1・3・5・7・14・ 

15・18号棟 

55.5㎡ 28戸 

2・4・6・8・10・11・ 

12・13・16・17号棟 

65.44㎡ 40戸 

9・19号棟 

42.6㎡ 8戸 

洋室 6帖 和室 6帖 

ＤＫ7.3帖 

北洋室 6帖 南洋室 5帖 

和室 6帖 ＤＫ7.3帖 

洋室 5 帖 和室 6 帖 

キッチン 4帖 

ガス設備 プロパンガス（深谷液化ガス組合） 

その他施設 
駐車場 駐輪場 児童遊園 集会室  

浴槽・給湯器 トイレ（洋式・水洗） 

学校区 市立明戸小学校 市立明戸中学校 

自治会 新井西部自治会 

宿根住宅 

所在地 深谷市宿根 600番地  〒366-0810 

建設年度 昭和 63年度 平成 5年度 

規模 中層住宅（3階建）2棟 36戸 中層住宅（3階建）4棟 72戸 

棟別間取 
63-1号棟 3ＤＫ 60.6㎡ 18戸 

5-1 5-2 5-3号棟 

3ＤＫ 61.4㎡ 54戸 

63-2号棟 2ＤＫ 50.5㎡ 18戸 5-4号棟 2ＤＫ 51.0㎡ 18戸 

ガス設備 プロパンガス（深谷液化ガス組合） 都市ガス（埼玉ガス㈱） 

その他施設 
駐車場 駐輪場 児童遊園 集会室 

浴槽・風呂釜 トイレ（洋式・水洗） 

学校区 市立深谷西小学校 市立南中学校 

自治会 中通り自治会 
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様式第１号（第３条関係） 

 

深谷市営住宅入居申込書  

 

埼玉県住宅供給公社  あて 

令和●●年 ●月●●日 

 

                         ふりがな  ふかやだいすけ 

                    申込者  氏  名  深 谷 大 助  

 

住 

 

所 

郵便番号  ●●●―●●●● 電話番号  ●●●―●●●―●●●● 

深谷市仲町●●―●● ふかやアパート●●●号 

勤 

務 

先 

名  称 深谷商事㈱ 深谷支店 電話番号  ●●●―●●●―●●●● 

所

在

地 

 深谷市仲町●●―● 

下記のとおり市営住宅に入居したいので、別記（裏）の事項を誓約し、及び同意し

て申込みいたします。 

世 

帯 
構 
成 

状 

況 

続 柄 
ふ り が な 

生 年 月 日      職 業 
氏     名 

1 本人 

 ふかや だいすけ 

昭和 42年 6月 14日 会社員 
深 谷 大 助 

2 妻 

 ふかや はなこ 

昭和 43年 1月 29日 主婦 
 深 谷 花 子 

3 子 
 ふかや いちろう 

平成 8年 8月 10日 無職 
 深 谷 一 郎 

4 子 
 ふかや かずみ  

平成 17年 4月 17日 高校生 
 深 谷 一 美 

5  
 

  
 

現在の住宅 

の状況(○印) 

借 家   実 家   そ の 他

(       ) 

入居希望 

住  宅 1 

住宅に困窮 

している実情 

例）親族の家に同居していますが、先日子供が産まれ、3 人で６畳間に

生活しています。狭すぎて生活するのに不便なので、市営住宅入居を希

望します。 

※申込書は定期募集・随時募集共通です。 

記入例 

アパート･マンション名まで正確に 

記入してください。 

住宅申込みの理由を、具体的に 

記入してください。 

募集住宅一覧（Ｐ５～６）の「番号」 

１～８の内１つ記入してください。 
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申込書 記入上の注意 

 

□住所は番地（アパート名等がある場合にはアパート名・部屋番号まで）を略さず

記入してください。 

 

□世帯構成状況欄には、市営住宅に入居又は入居しようとする方全員を記入して 

ください。続柄、生年月日等の記入漏れの無いようにお願いします。 

 

□現在の住宅状況の欄では、現在お住まいの住宅がアパート等の場合は「借家」に、

申込者の実家の場合は「実家」に○を付けてください。 

  

□入居希望住宅欄へ希望する住宅の番号（１～８）の内１つ記入してください。 

 

□住宅に困窮している実情欄は、入居希望の理由や住宅に困窮している現状を具体

的に記入してください。 
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給与支払証明書 

※この証明書は、前年１月２日以降に現在の職場に就職した方が提出するものです。 

 

上記のとおり給与を支給したことを証明します。 

 

令和   年   月   日     住  所                

 

             給与支払者 氏  名              ㊞ 

 

                   電話番号                

【記入上の注意】 

 ア 直近の支給からさかのぼった１年間を記入してください。 

（前の勤務先等での収入は記入不要です。） 

 イ 就職後１年に満たない場合は、今後１年間の推定年間給与（賞与含む）の合計を算出

し記入してください。 

 ウ 給与の支払者が法人の場合は、法人名と代表者名を記載し、社印又は代表者印を、ま

た個人の場合は個人印を押してください。 

 エ 訂正箇所には必ず訂正印を押してください。 

オ 通勤手当等の非課税部分の収入は記入しないでください 

氏   名 住所 賞与（ 有 ・ 無 ）※どちらかに〇 

  ・年間予定数    回 

・基本給 ×     倍     倍 

※２回以上の場合はそれぞれ記載 

採用年月日 職 種 扶養親族 

  年  月  日  人 

  

年 月 基本給 
時給 

（日給） 

勤務時間 

／日 

勤務日数 

／月 
賞与 

その他手当 

（時間外等） 
月計 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計        

該当される方はコピーをして

ご利用ください。 
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事業所得等収支明細書 

                                             令和   年   月   日 

１ 氏   名                       

 

  住   所                電話番号          

 

２ 業 種 名                     ３ 事業開始年月日           年   月   日 

 

  事業所名称                     ４ 事業期間     年  月  日～    年  月  日 

 

  事業所所在地               電話番号 

 

５ 月別収支内訳 

※ さかのぼって１年間（１年に満たない場合は、その該当月だけ）記入してください。 
 

 

※前年１月２日以降に自営業を開業した方が提出するものです。

月別 

区分 

  年 

    月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合 計 

収
入
の
部 

              

              

              

計              

支
出
の
部 

              

              

              

              

計              

差 引              

-2
4

- 

  

  該当される方はコピーをして

ご利用ください。 
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退 職 証 明 書 

 

 

 

住  所                            

氏  名                            

 

 

上記の者は、    年  月  日付けで退職したことを証明します。 

 

令和  年  月  日  

 

 

埼玉県住宅供給公社 理事長 宛 

 

 

 

住  所                    

名  称                    

    代表者名                  ㊞ 

電話番号                    

 

 

※この証明書は、前年１月２日以降に退職した方が提出するものです。 

 

証明者 

該当される方はコピーをして

ご利用ください。 
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在 職 証 明 書 

 

 

 

住  所                            

氏  名                            

 

 

上記の者は、     年  月  日より当社（所）に在職していることを証明

します。 

 

 

勤務場所  深谷市                          

 

令和  年  月  日 

 

 

埼玉県住宅供給公社 理事長 宛 

 

 

 

住  所                    

名  称                    

    代表者名                  ㊞ 

電話番号                    

 

  

証明者 

該当される方はコピーをして

ご利用ください。 
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婚 約 申 立 書 

  

令和  年  月  日  

 

埼玉県住宅供給公社 理事長 宛 

 

 

 私たちは、     年  月  日婚約が成立し、入居可能日の前日までに入籍

することを申し立てます。 

 なお、入籍後はすみやかに、戸籍謄本又は婚姻届の受理証明書を提出することを 

申し添えます。 

 

 

申込者  住  所                   

      氏  名                    

      生年月日         年   月   日生 

 

婚約者  住  所                   

      氏  名                    

      生年月日         年   月   日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当される方はコピーをして

ご利用ください。 



 

 



 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ・申込み受付窓口】 

埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 市営住宅担当 

〒３６０－０８２６ 熊谷市赤城町１－１４７－２ 

電話 ０４８－５７７－６０４３ 

埼玉県住宅供給公社 熊谷支所 

  


